
 
   

 
平成 24 年 1 月 31 日 

 各 位 

                            会 社 名：株式会社トプコン 

                            代表者名：取締役社長 内田 憲男 

                               （コード番号：７７３２ 東証第一部） 

                            問合せ先：経理グループ統括 

                                  取締役兼常務執行役員 小川 隆之 

                               （電話 ０３（３５５８）２５３６） 

 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

  

 当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の変更に関し、下記のとおり決議致しましたので、お

知らせ致します。 

 

記 

 
１．株主優待制度の変更 

当社は、株主の皆様の日頃よりのご支援に対する株主還元と致しまして、株主優待制度を導入・運用し

てまいりましたが、諸般の状況を勘案し、その変更をさせていただくことと致しました。 

 

２．変更の内容 

Ａ）変更前 

（１）優待の対象 

毎年 3月 31 日および 9月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された 1,000 株以上ご所有の株主様。 

（２）優待の内容 

愛眼株式会社殿の「メガネの愛眼・ＡＩＧＡＮ」の店舗にて使用可能なメガネレンズ・フレーム 50％割

引券各１枚を贈呈。ただし、特別限定品は 20%割引とする。 

 

Ｂ）変更後 

（１）優待の対象 

毎年 3月 31 日および 9月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された 500 株以上ご所有の株主様。 

（２）優待の内容 

愛眼株式会社殿の「メガネの愛眼・ＡＩＧＡＮ」の店舗にて使用可能なメガネセット（レンズ＋フレー

ム）30％割引券 1枚を贈呈。ただし、特別限定品は 20%割引とする。 

 

３．変更の時期 

平成24年 3月31日時点の株主名簿に記載または記録された株主様に対する贈呈予定分より適用させてい

ただきます。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

  株式会社トプコン 法務・コンプライアンス部 （箕原・鈴木） 電話：03－3558－2568 

以上 

 


